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あ

ら

ムＴ

ね

こ

た

福
島
・荒
井
猫
田
遺
跡

所
在
地
　
　
　
福
島
県
郡
山
市
川
向
、
安
積
町
日
出
山

調
査
期
間
　
　
第

一
四
次
調
査
　
一
一〇
〇
〇
年

（平
１２
）

一
一
月
―
二
〇

〇
〇

一
年
三
月

発
掘
機
関
　
　
郡
山
市
教
育
委
員
会

。
側
郡
山
市
埋
蔵
文
化
財
発
掘
調
査

事
業
団

調
査
担
当
者
　
押
山
雄
三

遺
跡
の
種
類
　
町
跡
及
び
館
跡

遺
跡
の
年
代
　
一
一
一世
紀
後
半
―

一
六
世
紀

遺
跡
及
び
木
簡
出
土
遺
構
の
概
要

荒
井
猫
田
遺
跡
は
、
郡
山
南

拠
点
土
地
区
画
整
理
事
業
に
関

係
し
て

一
九
九
六
年
度
か
ら
調

査
を
行
な
い
、
こ
れ
ま
で
の
四

年
間
で
五
万
七
〇
〇
〇
ポ
を
発

掘
し
て
い
る
。
こ
の
遺
跡
は
、

鎌
倉
時
代
―
戦
国
時
代
に
か
け

て
の
町
跡
と

「館
Ａ
■

「館

Ｂ
」
と
仮
称
し
て
い
る
三
カ
所

の
平
城
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
、
こ
れ
ま
で
に
四
〇
〇
基
以
上
の
井
戸
と
三
万
基

弱
の
柱
穴
な
ど
を
確
認
し
て
い
る
。

町
跡
地
区
は
遺
跡
の
南
側
に
あ
り
、
両
側
に
側
溝
を
も
つ
道
幅
ニ
ー
四
ｍ
前

後
の
南
北
道
路
の
両
側
に
展
開
し
、
町
並
み
の
南
端
東
側
に
薬
研
堀
に
囲
ま
れ

た

「館
Ａ
」
が
あ
る
。
町
跡
地
区
か
ら

一
二
世
紀
後
半
代
の
国
産
陶
器
や
輸
入

陶
磁
器
が

一
定
量
出
土
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
検
出
し
た
道
路
は
奥
州
平
泉
政

権
が
管
理
し
て
い
た

『吾
妻
鏡
』
に
み
ら
れ
る

「奥
ノ
大
道
」
の
可
能
性
も
考

え
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
年
代
を
示
す
遺
物
は
、
使
用
年
代
に
幅
が
あ

る
陶
器
や
磁
器
類
だ
け
で
、
同
時
代
の
土
師
質
土
器
が
未
発
見
の
た
め
、
町
跡

地
区
を
含
め
出
現
年
代
は
ま
だ
確
定
で
き
て
い
な
い
。
な
お
、
土
師
質
土
器
は

一
三
世
紀
以
降
の
も
の
が
出
土
し
て
お
り
、
陶
磁
器
類
も

一
三
―

一
四
世
紀
の

資
料
が
安
定
し
て
い
る
。
こ
の
た
め
、
町
跡
地
区
や

「館
Ａ
」
の
ピ
ー
ク
は
こ

の
時
期
と
考
え
ら
れ
る
。

町
並
み
が
縮
小
し
始
め
る

一
四
世
紀
後
半
―

一
五
世
紀
に
な
る
と
、
町
跡
地

区
の
北
限
を
流
れ
る
埋
没
河
川

（第
〓
二
次
調
査
で
木
簡
が
五
〇
点
出
土
。
本
誌
第

二
二
号
、
及
び
本
号
掲
載
の
釈
文
の
訂
正
と
追
加
を
参
昭
一

の
対
岸
に
新
た
に

「館

Ｂ
」
が
築
か
れ
、
こ
の
地
区
か
ら
は
数
は
少
な
い
が

一
七
世
紀
代
ま
で
の
陶
器

や
土
師
質
土
器
が
出
土
し
て
い
る
。
城
館
形
態
は
輪
郭
式
で
、
こ
れ
ま
で
に
主

郭
の
六
〇
％
と
東
面
の
副
郭
を
調
査
し
た
。
主
郭
や
外
堀
区
画
内
の
副
郭
域
は

幾
何
学
的
な
障
子
堀
で
囲
わ
れ
、
主
郭
か
ら
は
二
五
〇
〇
基
余
り
の
柱
穴
と
四

五
基
の
井
戸
が
確
認
さ
れ
た
。
ま
た
、
副
郭
か
ら
は
埋
没
河
川
に
繋
が
る
運
河

(郡 山)



の
可
能
性
が
高
い
堀
が
検
出
さ
れ
た
。
主
郭
の
井
戸
数
と
柱
穴
の
比
率
は
、
町

跡
地
の
割
合
と
あ
ま
り
変
化
が
な
く
、
運
河
状
の
堀
の
存
在
か
ら
対
岸
の
町
機

能
が
室
町
前
期
に
移
転
し
た
可
能
性
が
あ
り
、
水
違
を
活
用
し
た
商
業
空
間
と

し
て
使
用
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
考
え
て
い
る
。

木
簡
は
、
「館
Ｂ
」
内
の
区
画
溝
か
ら

一
点
、
「館
Ｂ
」
の
内
堀
か
ら

一
二
点

出
土
し
た
。
木
簡
の
年
代
は
、
共
伴
し
た
土
師
質
土
器
等
の
年
代
観
か
ら
多
く

は

一
五
世
紀
代
に
入
る
も
の
と
考
え
て
い
る
。

８
　
木
簡
の
釈
文

。
内
容

館
Ｂ
内
区
画
溝

「（０
ヤ
い
や
ヾ
荘
）

（曽
じ
×
ふ
×
Ｐ　
常
Φ　
第

一
〇
五
号

館
Ｂ
内
堀「日

□

「口
国
」

一づ
だ
日
×
」

「（０
だ
日
如
来

「常
大
日
如
来

大
日
如
来
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９
×
誂
×
∞
　
Φ
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一
〇
六
号
）

］
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　ヽ
自
Ｐ　
第

一
〇
七
号

中
誤
×
恵
×
∞　
常
Ｐ　
第

一
〇
人
号

（岳
じ
×
８
×
囀　
Ｐ
⇔　
第

一
〇
九
号

令
ｅ
×
薫
×
Ｐ　
９
⇔　
第

一
一
〇
号

Ｇ
卜
）
×
８
×
］

９
Φ

第

一
一
一
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］
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μ
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解
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「
日

□

　

　

　

　

　

　

　

　

　

（
懸

）
×
Ｐ
授

μ

恩

第

三

四
号
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日

日

日

日

日

日

□

　

　

　

　

　

　

　

（
］
ｏ
∞
Ｉ

Ｐ
睫

牌

寓

Ｐ

第

二

五
号

⑫

　

日

日

日

― ―

日

日

□

　

　

　

　

　

　

　

（
Ｐ
こ

溢

粟

解

ｏ
曽

第

二

六
号

l131

含
鶴
）
×
“
×
解　
寓
Ｐ　
第

一
一
七
号

荒
井
猫
田
遺
跡
か
ら
出
土
し
た
木
簡
は
、
今
回
出
土
し
た

一
三
点
を
含
め
て

計
六
三
点
に
達
す
る
。

木
簡
の
形
状
は
、
幅
の
狭
い
長
方
形
で
上
端
部
を
圭
頭
状
に
し
、
下
端
部
を

尖
ら
せ
た
も
の
が
多
く
、
切
り
込
み
の
あ
る
の
は
第

一
三
次
調
査
で
出
土
し
た

第

一
号

（本
号
の
釈
文
と
訂
正
と
追
加
ω
）
と
第
三
人
号

（同
の
）
の
二
点
だ
け
で

あ
る
。
と
も
に
町
跡
地
区
の
も
の
で
、
館
Ｂ
地
区
か
ら
は
出
土
し
て
い
な
い
。

判
読
で
き
た
も
の
に
は
、
と
尺
バ
ン
）
と
大
日
如
来
を
組
み
合
わ
せ
た
も
の
が

多
く
、
梵
字
で
金
剛
界
大
日
如
来
と
胎
蔵
界
大
日
如
来
真
言
を
組
み
合
わ
せ
た

も
の
が
少
数
認
め
ら
れ
る
。

（押
山
雄
三
）

宮
城
。中
野
高

柳

遺
跡

１
　
所
在
地
　
　
　
宮
城
県
仙
台
市
宮
城
野
区
中
野
字
高
柳

２
　
調
査
期
間
　
　
一
一〇
〇
〇
年

（平
１２
）
七
月
―
九
月

３
　
発
掘
機
関
　
　
宮
城
県
教
育
委
員
会

４
　
調
査
担
当
者
　
佐
藤
則
之

。
佐
久
間
光
平

・
須
田
良
平

。
高
橋
栄

一
。

引
地
弘
行

・
稲
毛
英
則

５
　
遺
跡
の
種
類
　
屋
敷
跡

６
　
遺
跡
の
年
代
　
平
安
時
代
―
中
世

７
　
遺
跡
及
び
木
簡
出
土
遺
構
の
概
要

中
野
高
柳
遺
跡
は
七
北
田
川
左
岸
の
標
高
三
―
四
ｍ
の
自
然
堤
防
上
に
立

地
し
て
い
る
。
仙
台
港
背
後
地

土
地
区
画
整
理
事
業
に
伴
い
、

一
九
九
四

。
九
五
年
に
は
宮
城

県
教
育
委
員
会
、　
一
九
九
五
―

九
七

・
九
九
年
に
は
仙
台
市
教

育
委
員
会
に
よ
る
発
掘
調
査
が

実
施
さ
れ
た
。

二
〇
〇
〇
年
度
の
調
査
は
、

遺
跡
の
北
部
約
三
〇
〇
〇
ポ
を
　

９

(仙 台)




